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日
韓
請
求
権
協
定
と
「
慰
安
婦
問
題
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
政
府
は
、
「
慰
安
婦
問
題
」
に
関
し
、
従
来
か
ら
一
貫
し
て
「
日
韓
間
の
財
産
・
請
求
権
の
問
題
は
、
一
九
六
五
年
の

請
求
権
協
定
に
よ
り
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
済
み
」
と
し
て
き
た
。
平
成
二
十
七
年
十
二
月
の
日
韓
外
相
会
談
の
合
意
を
受

け
て
、
従
来
の
日
本
政
府
の
見
解
に
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
一
貫
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
改
め
て
重
要
だ
と
考
え

る
た
め
、
日
韓
請
求
権
協
定
と
「
慰
安
婦
問
題
」
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

一
九
六
五
年
の
「
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の

協
定
」
の
第
二
条
�
に
あ
る
、
「
日
韓
間
の
財
産
・
請
求
権
の
問
題
」
の
中
に
「
慰
安
婦
問
題
」
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。

二

平
成
二
十
七
年
十
二
月
の
日
韓
外
相
会
談
で
、
「
慰
安
婦
問
題
」
が
「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
」
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
慰
安
婦
問
題
」
は
一
九
六
五
年
の
請
求
権
協
定
に
よ
り
、
「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
済
み
」
で

あ
っ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。


